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柳 井 市 入 札 心 得（物品調達等） 
１ 目的 

  柳井市の物品調達等に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方

自治法（昭和22年法律第67号）、同施行令(昭和22年政令第16号)、柳井市契約規則（平成17年柳

井市規則52号）その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 

２ 入札等 

（１）入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。

この場合において仕様書、図面、契約書案等について質疑があるときは、関係職員の説明を求

めることができる。 

（２）入札参加者は、入札書を作成し、封かんのうえ入札参加者の氏名等を表記し、係員の指示に

従って提出すること。 

（３）入札参加者が、代理人に入札させるときは、入札開始までに委任状を提出すること。 

（４）入札参加者は、提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。 

（５）落札者を決定するに当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を記載すること。 

３ 内訳書の提出 

  入札に際し内訳書の提出を求められている場合は、入札参加者は、第１回目の入札時に入札書

に記載される入札金額に対応した内訳書を提出すること。 

４ 入札の辞退 

（１）指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも申し出により入札を辞退すること

ができる。 

（２）指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出ること。 

  ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は郵送（入札日の前日に到着するも

のに限る。）して行う。 

  イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直

接提出して行う。 

（３）入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けることはない。 

５ 公正な入札の確保 

（１）入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）を

遵守し、入札の公正、公平を害する行為を行ってはならない。 

（２）入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

（３）入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては
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ならない。 

６ 入札の取りやめ等 

（１）入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行すること

ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期

し、若しくは取りやめることがある。 

（２）当該入札について、入札辞退者がかなりの数になったときは、入札の執行を延期あるいは中

止することがある。 

７ 無効の入札 

 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札書記載の価格、氏名その他の事項を誤字、脱字等により確認できない入札 

（２）入札書記載の価格を加除訂正した入札及び記名押印のない入札 

（３）入札者又はその代理人が同一事項について２以上の入札をした入札 

（４）同一人が２人以上の入札者の代理人としてした入札 

（５）委任状を提出しない代理人がした入札 

（６）談合その他不正な行為があったと認められる入札 

（７）入札に際し内訳書の提出を求められている場合において、内訳書の提出がない入札及び提出

された内訳書に次の不備がある入札 

ア 商号又は名称並びに住所及び件名が確認できないもの 

イ 内訳書中の価格と入札金額が同一でないもの 

ウ その他明らかな不備があるもの 

（８）その他入札に関する条件に違反した入札 

８ 入札保証金 

  免除する。 

９ 落札者の決定 

（１）落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者とする。 

（２）落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を

決定する。当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関

係のない職員にくじを引かせることとする。 

（３）落札決定後、契約締結までの間に入札に係る疑惑の通報等があった場合は契約の締結を保留

することがある。 

10 再度入札 

（１）開札の結果落札者がないときは、直ちに再度入札を行う。 

（２）入札執行の回数は、初度の入札、再度入札を合わせて３回までとする。 

（３）再度の入札において、初度の入札の最低価格を上回る価格で入札した者は、当該入札に係る

その後の入札に参加できない。 
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11 契約保証金等 

  落札者は、市から交付される落札通知書に基づき、契約金額の１００分の１０以上の契約保証

金又は次のいずれかに掲げる契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。

ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 

(１)有価証券（利付き国債） 「額面」を記載 

（２）銀行等が発行した保証証書 「保証限度額」を記載 

（３）保険会社が発行した履行保証保険証券 「納付の免除」と記載 

12 契約書等の提出 

（１）落札者は、市から交付された契約書案を確認のうえ記名・押印し、落札決定後遅滞なく（７

日以内）市に提出しなければならない。 

（２）契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに

準ずる書面を提出しなければならない。ただし、市が必要ないと認めて指示した場合はこの限

りでない。 

13 異議の申立 

  入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理

由として異議を申し立てることはできない。 
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入   札   書  

 

年   月   日  

 

（宛先）柳井市長             

 

              入札者  住  所  

 

                  氏  名              印  

              

（代理人）                 印  

 

 

１  件   名                             

 

２  場   所                                                

 

 上記の物品調達等について、契約書（案）、仕様書及び実地等を熟知の上、

柳井市契約規則の規定するところにより、次のとおり入札します。  

 

 
 
 

 金 額 

 

  億 
 

 千 
 

 百 
 

 十 
 

 万 
 

 千 
 

 百 
 

 十 
 

 円 
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（様式）個別委任用 

 

委  任  状 
 

                               年   月   日 

 

 （宛先）柳井市長           

 

 

                 委任者（住所）                           

                    （氏名）                             印 

 

                 受任者（住所） 

                    （氏名） 

 

 

 

受任者 

使用印 

 

 

 

 

 

 

 私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

                                   記 

 

 １ 件  名 

 

 

 ２ 委任事項  上記物品調達等の入札又は見積書の提出 
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入 札 辞 退 届 
 

 

 件 名 

  

 

  上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 

 

 

      年   月   日 

 

 

                 住    所 

 

                 商号又は名称 

 

                 代表者氏名  

 

 

 

 （宛先）柳井市長               

 

 

 

 

 

 


